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第 3 章 市⺠意識 
３－１ 定住志向 
（１）現在の住まいに住み続ける意向 

現在の住まいにずっと住み続けたい意向は 5割。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※構成比は小数点以下四捨五入値のため合計が 100%にならない場合があります。 

 

 

（２）住環境の満足度 

住環境に関する満足度では、「公共交通環境の良さ」や「地震や水害など災害対策の良さ」への満足

度が低く、防災面と移動の利便性に不満。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
近所づきあいや地域との交流

子育てや教育施設の利便性

病院や福祉施設の利便性

買い物など日常生活の利便性

公共交通環境の良さ

道路環境の良さ緑や公園など環境の良さ

景観やまちなみ、まちの雰囲気

地震や水害など災害対策の良さ

治安の良さ

総合的な住環境の満足度

ずっと住み続けたい

354

53.2%
当分は住み続けるが、いずれ転居するつもり

151

22.7%

転居したい

37

5.6%

わからない

99

14.9%

その他

7

1.1%

無回答

17

2.6%

n=665

点数 全体（無回答除く）

-2 不満

-1 やや不満足

1 やや満足

2 満足
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（３）住宅の満足度 

住宅に関する満足度では、全体的に「省エネ性能」や「バリアフリー設備」への満足度が低く、

基本的な住宅性能に不満。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）転居先希望地 

転居先希望地は、市内では比較的生活利便性の高い「小郡」「湯田」「白石」の順で選択。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点数 全体（無回答除く）

-2 不満

-1 やや不満足

1 やや満足

2 満足

67

44

25

21

15

14

13

11

11

10

9

7

2

2

1

1

1

0

0

0

0

0

9

(35.6 %)

(23.4 %)

(13.3 %)

(11.2 %)

(8.0 %)

(7.4 %)

(6.9 %)

(5.9 %)

(5.9 %)

(5.3 %)

(4.8 %)

(3.7 %)

(1.1 %)

(1.1 %)

(0.5 %)

(0.5 %)

(0.5 %)

(0.0 %)

(0.0 %)

(0.0 %)

(0.0 %)

(0.0 %)

(4.8 %)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

山口市外

小郡

湯田

白石

大内

大殿

吉敷

宮野

平川

阿知須

大歳

嘉川

秋穂二島

佐山

陶

鋳銭司

阿東

仁保

小鯖

名田島

秋穂

徳地

無回答
n=188

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
住宅の広さ

部屋の数・間取り

日当たり・風通し

台所、浴室、トイレ等の設備

老朽度

防犯対策

バリアフリー設備

（手すり、段差解消等）

省エネ性能

住宅ローンや家賃

総合的な住宅への満足度
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３－２ 安全・安心居住志向 
（１）地震対策 

地震対策として、耐震診断を受けたい意向は強い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）耐震改修を実施する上での問題点 

耐震改修を実施する上での問題点は「資金」。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）子育てしやすい環境 

子育てしやすい環境としては、「安全な公園など地域に子どもが安心して過ごせる場所の整備」

と「保育施設などの子育て支援施設の整備充実」と「子育て世帯の住宅費負担の軽減」を重視。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資金がない

154

50.7%

賃貸住宅なのでできない

1

0.3%

知識や情報が不足している

47

15.5%

身近に相談できる専門家や業者がいない

19

6.3%

その他

9

3.0%

特になし

53

17.4%

無回答

21

6.9%

n=304

※構成比は小数点以下四捨五入

値のため合計が 100%にならな

い場合があります。 

※構成比は小数点以下四捨五入

値のため合計が 100%にならな

い場合があります。 

耐震改修を実施した

14

2.1%

耐震診断を実施して問題がなかった

13

2.0%

耐震診断を実施して問題があったが

耐震改修は実施していない

5

0.8%

耐震診断を実施したい

26

3.9%

耐震診断を実施したいと思っているが、

なかなかできない

161

24.2%

耐震診断・耐震改修には関心がない

67

10.1%住宅が新しく（建築時期が昭和56年以降）、耐震診断・耐震改修は必要ない

147

22.1%

その他

18

2.7%

無回答

214

32.2%

n=665

245

245

219

144

73

60

53

25

5

9

84

(36.8 %)

(36.8 %)

(32.9 %)

(21.7 %)

(11.0 %)

(9.0 %)

(8.0 %)

(3.8 %)

(0.8 %)

(1.4 %)

(12.6 %)

0 50 100 150 200 250 300

安全な公園など地域に子どもが安心して過ごせる場所の整備

保育施設などの子育て支援施設の整備充実

子育て世帯の住宅費負担の軽減

子どもが出す音や振動などが気にならない住宅供給の促進

子育てサークルなど地域の子育て支援活動の充実

育児に関する情報提供や相談窓口の充実

子育てのために十分な広さの住宅供給の促進

ベビーカーの利用など子育てに配慮した住環境づくりの推進

キッズルームなどのある子育て支援マンションの建設の促進

その他

無回答 n=665
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３－３ 既存住宅の活用志向 
（１）中古住宅の購入意思 

中古住宅の購入に興味がない人が 4分の 3 以上を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）空き家所有者の今後の利活用 

空き家所有者の今後の利活用の意向については、「賃貸又は自ら利用する」が 38.6％、「売却す

る」が 20.4％、「空き家のままにしておく」が 20.5％を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）所有する家が空き家になった時の支援 

空き家になった時の支援としては、「除却時の費用補助制度」が最も多く、次いで「家財等処分

時の費用補助制度」と費用面が望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ある

89

13.4%

ない

510

76.7%

無回答

66

9.9%

n=665

自分や親族などが住む

3

6.8%

借家として賃貸する

3

6.8%

別荘・セカンドハウスなどとして利用する

11

25.0%

空き家のままにしておく（物置を含む）

9

20.5%

住宅を売却する

7

15.9%

住宅を解体し、空き地にしておく

7

15.9%

さら地にして売却する

2

4.5%

さら地にして土地活用する

1

2.3%

無回答

1

2.3%

n=44

281

254

240

215

193

174

13

68

(42.3 %)

(38.2 %)

(36.1 %)

(32.3 %)

(29.0 %)

(26.2 %)

(2.0 %)

(10.2 %)

0 50 100 150 200 250 300 350

除却時の費用補助制度

家財等処分時の費用補助制度

空家の利活用に関する情報提供

空家対策についての相談窓

リフォーム時の費用補助制度

空家の日常的な管理・メンテナンス

その他

無回答 n=665
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第 4 章 住生活に関する課題 
４－１ 全市的な課題 
（１）人口減少・高齢社会の進行と地域差の拡大への対応 

・少子化、人口減少が進んでいる。 

・高齢化は急速に進んでいる。 

・人口特性において、地域間の違いが顕著に表れている。 

 

（２）安全・安心な災害対策が必要 

・地域コミュニティの希薄化が進んでいる。 

・市街地における災害の危険性が高い。 

 

（３）空き家の急増による建替や利活用促進が必要 

・全国水準以上で空き家が急増している。 

・空き家、空き店舗が増加している。 

・中古住宅の市場流通が低い。 

・新築の持家志向が高い。 

 

（４）適切な住環境形成のための基盤整備の誘導が必要 

・周辺地域の開発でスプロール化が進んでいる。 

・交通環境の確保が求められる。 

 

（５）高齢者対応、耐震化、環境対応など良質な住宅ストックの形成が必要 

・高齢者対応設備の無い住宅が多い。 

・耐震性の無い住宅が多い。 

・環境に配慮していない住宅への不満が高い。 

 

（６）子育て世帯や高齢者の住環境づくり・生活支援が必要 

・子育て世帯への住環境の支援が求められる。 

・自宅で暮らすことを希望する高齢者が多い。 

 

（７）住宅セーフティネット機能の有効活用が必要 

・住宅確保要配慮者への住宅確保が難しい。 

・公営住宅の供給拡大は望めない。 
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４－２ 地域別課題 
 

４－２－１ 中部地域・中部周辺地域・小郡地域 

（８）中部、中部周辺等でのスプロール化の歯止め、良好な居住地形成への対応 

・幹線道路周辺の農地等を活用した無秩序な民間開発が増加している。 

・土地利用規制を図り、良好な住環境の形成が必要。 

（９）中心市街地及び小郡市街地（駅北部）の空き家・空き店舗対策の充実、土地の高度・有

効利用 

・地域の商店街等の衰退により、空き家・空き店舗が増加している。 

・中心市街地等の活性化を図るため、空き家・空き店舗を活用した賑わいの創出が必要。 

 

 

４－２－２ 南部地域・北部中山間地域 

（10）地域での居住環境の維持 

・少子化・高齢化が顕著で、人口の減少が大きい。 

・地域ごとに居住環境の維持が必要。 

（11）空き家対策、定住支援によるコミュニティ機能の維持 

・地域人口や地域コミュニティ機能の維持ができない。 

（12）生活を支える交通の確保 

・人口減少により店舗等の撤退による日常生活の維持が困難。 
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第 5 章 計画の基本理念と基本目標 
 

５－１ 基本理念 
 

わが国の人口は既に減少局面に入り、少子化・高齢化とともに、働く人の数も着実に減少して

いくことが予測されています。総人口のマイナス傾向は経済の縮小に繋がる可能性があるととも

に、地域の活力の低下にも繋がることが危惧されます。 

山口市の人口も市内中心部及びその周辺部は減少時期が多少遅れるものの、市内北部や南部で

は、既に人口減少やそれに伴う世帯の減少による空き家が増加しており、そのような地域では商

業活力の低下も見られます。 

こうした状況下において、本市における住生活の豊かさを維持し、地域経済の衰退を回避して

地域活力を維持していくことは重要な課題となっています。 

本計画では、定住機運を高め、市内のどの地域に住んでも、その地域特性に応じた豊かな暮ら

しが実現でき、住む人誰もが快適な暮らしを実感できるように、地域の魅力を生かした住まい・

地域づくりの実現を目指します。 

そこで、基本理念は、第二次山口市総合計画の将来都市像である「豊かな暮らし 交流と創造

のまち 山口～これが私のふるさとだ～」の実現に向けた地域社会共通の目標である「住んでみ

たい 住み続けたい」と思える山口を踏まえ、山口市住宅マスタープラン（平成 20年度策定）で

提唱された「ひと・すまい・まちが支えあう住生活の創造」を継承するとともに、本市の各地域

特性をその地域の魅力と捉え、新たなステージを目指す姿勢をサブテーマとして定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ひと・すまい・まちが支えあう住生活の創造」 

〜地域の魅⼒を生かし、誰もが安全・安心で快適に暮らせる住まい・地域づくり〜 
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５－２ 基本目標 
住生活基本計画（全国計画）では、「居住者からの視点」、「住宅ストックからの視点」、「産業・

地域からの視点」の 3 つの視点毎にさまざまな目標や施策を整理しています。 

本計画では、これらを踏まえ、「住む人の視点」、「住まいの視点」と、さらに施策目標を明確化

するために産業と地域を区分して、「産業の視点」、「まちの視点」の 4つの視点とし、それぞれの

視点に対応した基本目標、基本施策を設定します。 

（１）住む人の視点 

「住む人の視点」として、市民が安心して生活することを維持できるよう、基本目標１を設定

します。 

 

 

 

●結婚・出産を希望する若年世帯や子育て世帯が安心して暮らせる住生活の実現 

平成 27 年の本市における未婚率（国勢調査）はすべての年代で平成 12年よりも上昇し、合計

特殊出生率は平成 20年度から平成 28 年度において多少上昇したものの、依然低水準となってい

ます。 

平成 27年度策定の「山口市子ども・子育て支援事業計画」におけるアンケート調査によると、

「子育てに不安や負担を感じる」という保護者の割合は就学前児童、小学生ともに約半数を占め

ています。 

そのため、若年世帯が安心して子どもを生み育てられるよう、出産や子育てに適した住宅を選

択できる環境が重要です。 

●高齢者・障がい者等が自立して暮らすことができる住生活の実現 

平成 27 年の本市における高齢化率（国勢調査）は 27.3％であり、4人に 1人が高齢者となって

います。高齢者や障がい者等が自立した豊かな生活を送るためには、安全に安心して過ごせる居

住空間の確保が重要です。 

●住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定 

平成 18 年から平成 28 年の本市における生活保護の世帯数は約 1.6 倍に増加し、また、平成 15

年から平成 25 年における本市の納税者一人当たりの課税対象所得は約 14％低下（総務省「市町

村別課税状況等の調」）しています。 

そのため、今後も住宅市場において自力で住宅を確保することが難しい低額所得者や高齢者・

障がい者等、ひとり親・多子世帯等の子育て世帯の居住の安定性の確保が重要です。 

また、地震や集中豪雨などの災害時には、被災者に対して住宅の提供が必要となることから、

災害発生時には県と連携し、被災者向け住宅の迅速かつ円滑な提供が重要です。 

 平成 29年 10 月に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」が改正

施行され、今後増加が見込まれる子育て世帯や高齢者世帯等の住宅確保要配慮者のために住宅セ

ーフティネット機能の強化の必要性と、空き家の増加といった政策課題に対応するため、「新たな

住宅セーフティネット制度」が創設され、民間賃貸住宅や戸建て空き家を活用した住宅確保要配

慮者向けの住宅の登録制度や、登録された住宅の改修・入居の支援が開始されています。 

基本目標１ 誰もが安心して暮らせる住生活の実現 
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（２）住まいの視点 

 

「住まいの視点」として、市内の住宅・住環境の質の維持・向上を目指して、基本目標 2を設

定します。 

 

 

 

 

●建替やリフォームによる安全で質の高い住宅ストックの更新 

平成 25 年の本市における住宅のバリアフリー化率は 5 割強、住宅の耐震化率は 8割弱です。 

平成 28年度に実施した市民アンケート調査によると、「二重サッシや複層ガラス等の使用」や

「太陽光や太陽熱等の再生可能エネルギーの活用」など費用のかさむ改修への要望が高くなって

います。 

そのため、耐震性や省エネ性を満たさない住宅の建替えやリフォーム等により、将来に継承で

きる質の高い住宅ストックを形成することが重要です。 

 

●急増する空き家の活用・除却の推進 

平成 25 年の本市における空き家率は 15.6％で、山口県の 16.2％より低いものの、全国平均の

13.5％を上回っています。こうした状況にも関わらず、市街地やその郊外部において住宅建設は

相変わらず活況なため、空き家の増加に拍車がかかることとなり、平成 45 年（2033 年）には全

国の住宅の 3 戸に 1戸が空き家となる予測も示されていることから、本市においても同様の傾向

となることが考えられます。 

市民アンケート調査によると、空き家所有者は「空き家の今後の利用」について、「別荘・セカ

ンドハウスとして利用する」が 25.0％であるのに対し、｢空き家のままにしておく｣が 20.5％、｢住

宅を解体し、空き地にしておく｣が 15.9％と、空き家の有効活用が進まない状況がうかがえます。 

そうした中、人口減少や既存建物の老朽化、社会ニーズ、産業構造の変化に伴い、使用されて

いない空き家が年々増加しており、火災の危険性や倒壊の恐れなど安全性の低下や景観の阻害等

様々な問題が生じています。 

そのため、危険空き家の解体・除却と並行して、空き家の利活用を促進することにより、地域

における空き家の増加を抑制することが重要です。 

なお、平成 27年 2 月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、それに基づき、

本市においても「空家等対策計画」を策定し、その対策に取組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標２ 将来世代に継承できる質の⾼い住宅ストックの形成 
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（３）産業の視点 

 

産業の視点として、新たな住宅循環システムによる住宅市場形成を目指し、基本目標 3 を設定

します。 

 

 

 

 

●住宅ストックビジネスへの建設業者等の参入促進 

本市における住宅の新築着工棟数は主に賃貸住宅において、大きく減少することなく、一定の

ボリュームを保っています。 

一方、リフォーム市場が拡大する中、地元建設事業者の新築からリフォームを軸とした業態へ

の転換は、なかなか進んでおらず、そのノウハウも十分とは言えません。 

今後は住む人のライフスタイルに合わせた改修を通じて、既存住宅が良質で魅力的な資産とし

て将来世代に継承されるように、住宅ストックビジネスへの建設業者等の参入を促進することが

重要です。 

 

●住宅ストック活用型市場への転換 

住宅の一次取得者である 30 歳代の勤労者の所得は低下傾向にあり、人口・世帯数の減少と相ま

って、新築住宅市場は今後縮小するものと予測されます。 

新築市場から住宅ストック活用型市場への転換を図っていくためには、市と行政、大学等の高

等教育機関、不動産流通業者等との協働により、既存住宅のリフォーム、インスペクション（建

物検査）等をさらに促進して、既存住宅が資産として評価されることが重要です。 

 

●新たな住宅循環システムの構築 

市民アンケート調査によると、中古住宅に対して「関心がない」が 76.7％で、「関心がある」

の 13.4％を大きく上回っています。平成 28 年(2016 年)3 月に実施した市内の不動産業界等の関

係団体へのヒアリング調査によると、「中古住宅の流通は住宅市場全体の１割程度」であるとされ

ています。 

こうした中、転入や世帯分離に際して容易に住み替えできる低廉な住宅や、多世代にわたり居

住を継続できる良質な住宅の需要に対応する住宅が必要です。 

リフォームによって改善された質の高い住宅が住宅市場で一定の価値のある住宅として、新た

な購入者が活用できる住宅として認められる、新たな住宅循環システムの構築に繋げていくこと

が重要です。 

 

 

 

 

 

 

基本目標３ 新たな住宅循環システムを創出する住宅市場の育成 
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（４）まちの視点 

 

まちの視点として、多様な地域環境を持つ市内の環境を生かした市民の暮らしを目指し、基本

目標 4を設定します。 

 

 

 

 

●地域の魅力の維持・向上 

社会経済状況の変化に対応し、今後とも活力ある都市であり続けるためには、それぞれの地域

が魅力を発揮していく必要があります。 

総合計画が示す 2 つの都市拠点（山口都市核・小郡都市核）へ高次都市機能を集積するととも

に、秋穂、阿知須、徳地、阿東などの地域拠点において、歴史や伝統などの地域固有の文化を守

りながら、消費、医療をはじめとした住生活の基盤となる生活サービス機能を維持していくこと

が重要です。 

 

●市民の安全・安心な暮らしの確保 

市民の安全・安心な暮らしの確保にあたっては、狭あい道路の拡幅や身近な生活空間の整備、

地震や集中豪雨などによる被害予測を示すハザードマップ（山口市防災ガイドブック）の周知・

活用の促進及び市民・事業者の主体的な防災活動により、市全体で安全を確保していくことが重

要です。 

また、少子・高齢化、核家族化、流動人口の増加等により、地域コミュニティの希薄化が進み、

地域社会が有していた防犯機能の低下が進んだことから、地域ボランティアや自治会等の協力に

よる犯罪抑止活動を通じ、市民の防犯意識の高揚を図っていくことが重要です。 

 

●住民主体のまちづくり活動の支援 

住民主体のまちづくり活動を支援する仕組みや、市民自らによる地域の見守り・支えあい体制

を拡充し、地域コミュニティの活性化や地域の住環境の魅力向上を図っていくことが重要です。 

 

基本目標４ 地域の魅⼒を生かした安全・安心で快適な暮らし空間の実現 
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第 6 章 施策展開の方向 

６－１ 基本施策 
 

基本目標ごとに必要な施策を検討し、基本施策を設定します。 

なお、基本目標ごとに係る施策の語尾の（ ）内番号は基本施策番号を示しています。 

 

 

○子育て世帯が容易に住宅を確保することができ、世代間や地域全体で助け合いながら安心し

て子育てできるような仕組みの構築を図ります。(1) 

○高齢者が、医療、福祉、介護サービス及び生活支援サービスなどを享受しながら、自立し、

生きがいのある生活を送ることができるような仕組みの構築を図ります。(2) 

○障がい者等が、暮らしやすい生活の場を確保できる仕組みの構築を図ります。(2) 

○住宅の確保に配慮を要する低額所得者、高齢者、障がい者等が安心して暮らせるように、公

共と民間による重層的、かつ柔軟な住宅セーフティネットの構築を図ります。(3) 

○災害発生時に被災者向け住宅を迅速に提供できるように県との連携を図ります。(3) 

<基本施策> 

1. 子育て世帯が安心して暮らせる住生活の実現 

2. 高齢者・障がい者等が安心して暮らせる住生活の実現 

3. 民間との協働による住宅セーフティネットの充実 

 

 

 

 

○住宅を社会全体の資産として位置づけ、長期にわたり良好な環境を維持するために大切に使

用し、世代交代や他の世帯が移り住んでもその機能を将来にわたり継承できるよう、住宅の

性能と資産価値の向上を図ります。(4) 

○既存住宅については、適切な維持管理やリフォームにより快適性を向上させるとともに、耐

震・耐久・省エネ化を図ります。(4) 

○新築住宅については、省エネ性能やユニバーサルデザインにより、安心して安全に住める質

の高い住宅ストック形成を図ります。(5) 

○急増する空き家対策として、使用可能な空き家については積極的に活用できる仕組みを構築

し、危険空き家については解体・除却を促進します。(6) 

<基本施策> 

4. 住宅の性能と資産価値の向上促進 

5. 誰にでも使いやすいユニバーサルデザインの普及促進 

6. 急増する空き家対策の推進 

基本目標１ 誰もが安心して暮らせる住生活の実現 

基本目標２ 将来世代に継承できる質の高い住宅ストックの形成 
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○既存住宅の流通を促進するため、リフォームや維持管理により安全で質の高い住宅に更新す

る住宅ストックビジネスの成長を促進します。(7) 

○既存住宅が資産として将来世代に承継されるよう、建設事業者や不動産鑑定士、宅地建物取

引業者などの民間事業者と連携し、既存住宅の市場価値を形成する仕組みを構築します。(7) 

○既存住宅に対するインスペクションや住宅瑕疵担保保険、住宅性能表示等を活用した品質の

確保による住宅履歴情報等を消費者に提供する市場づくりを目指します。(8) 

○リフォームやリノベーションによる既存住宅の魅力の向上と資産価値の向上を反映する評

価方法の普及や、それを受け入れる市場の形成を新たな住宅循環システムとして創出するこ

とを目指します。(8) 

<基本施策> 

7. 住宅ストックビジネスへの建設業者等の参入促進 

8. 住宅ストック活用型市場の活性化支援 

 

 

 

○2 つの都市拠点と 4 つの地域拠点の活力の維持・増進を進め、市内全域での快適な住環境の

形成を目指します。(9) 

○中心市街地の利便性や歴史・文化を生かした住環境づくり、景観に配慮した美しい街並みの

形成を目指します。(10) 

○市域を縦断する４本の活断層による地震動予測や臨海部における津波や高潮による影響、さ

らに河川周辺における降雨による浸水、丘陵地や急傾斜地に対する土砂災害等に対し、ハザ

ードマップなどの情報を生かした防災、減災を推進します。(11) 

○防災教育の推進により、災害時の備え、緊急時の対応等、知識の向上を図ります。(11) 

○自治会等の協力による犯罪抑止活動を通じ、市民の防犯意識の高揚を図ります。(11) 

○地域の魅力を向上させるため、住民主体のまちづくり活動への支援を拡充します。(12) 

○地域ぐるみで高齢者や子どもを見守る体制の構築を図ります。(12) 

○農山漁村のコミュニティ維持に貢献する住環境の形成や、地域の暮らしを支える生活サービ

ス施設の維持に努め、地域の魅力を生かした快適な暮らし空間の実現を目指します。(13) 

<基本施策> 

9. 都市拠点・地域拠点での土地の有効活用、住環境の整備 

10. 適切な住環境形成のための基盤整備の誘導 

11. 防災・防犯対策の推進、向上 

12. 住民主体のまちづくり活動支援 

13. 農山漁村のコミュニティ維持に貢献する住環境の形成 

 

基本目標３ 新たな住宅循環システムを創出する住宅市場の育成 

基本目標４ 地域の魅力を生かした安全・安心で快適な暮らし空間の実現 
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６－２ 主な施策と具体的取組み 
 

基本施策ごとに、主な施策と具体的な取組みを設定します。 

 

 

基本施策基本施策基本施策基本施策１１１１    子育子育子育子育てててて世帯世帯世帯世帯がががが安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる住生活住生活住生活住生活のののの実現実現実現実現    

 主な施策 具体的な取組み 

1-1 子育て世帯の住宅取得、住

み替えの支援 

○子育て世帯に対する賃貸住宅への入居支援 

○三世代同居、近居への支援 

1-2 子育てしやすい住環境の

形成、地域活力の維持 

○利用者ニーズに対応した子育て支援施設の的確な供給促進 

○見守り隊等の地域力の活用 

 

基本施策基本施策基本施策基本施策２２２２    高齢者高齢者高齢者高齢者・・・・障障障障がいがいがいがい者等者等者等者等がががが安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる住生活住生活住生活住生活のののの実現実現実現実現    

 主な施策 具体的な取組み 

2-1 高齢者等の住まいのバリ

アフリー化の促進 

○身体状況に応じたバリアフリー化の普及促進 

○リフォーム補助制度等の周知 

2-2 高齢者等が安心して生活

できる環境整備 

 

○街なかへの住み替え支援 

○外出支援サービスの支援 

○地域共助を行う自治会組織の構築 

2-3 高齢者等が入居できる賃

貸住宅の確保 

○高齢者等の居住安定のための情報提供の充実 

○サービス付き高齢者向け住宅の供給促進 

 

基本施策基本施策基本施策基本施策３３３３    民間民間民間民間とのとのとのとの協働協働協働協働によるによるによるによる住宅住宅住宅住宅セーフティネットのセーフティネットのセーフティネットのセーフティネットの充実充実充実充実    

 主な施策 具体的な取組み 

3-1 民間住宅でのセーフティ

ネット住宅の供給促進 

●住宅確保要配慮者に対する民間住宅への入居支援 【新規】 

○民間賃貸住宅の借り上げ 

○災害発生時における応急仮設住宅の供給 

3-2 公営住宅ストックの有効

活用と適正管理 

○老朽化した公営住宅の計画的な更新、廃止の実施 

○計画的な改善、修繕、維持補修など長寿命化の推進 

○公営住宅の管理の適正化の推進 

○：具体的な取組みにおける継続的事業があるもの 

●：具体的な取組みにおける新規事業が必要なもの【新規】 

 

 

 

 

 

 

 

（（（（１１１１））））基本目標基本目標基本目標基本目標１１１１    誰誰誰誰もがもがもがもが安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる住生活住生活住生活住生活のののの実現実現実現実現    
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基本施策基本施策基本施策基本施策４４４４    住宅住宅住宅住宅のののの性能性能性能性能とととと資産価値資産価値資産価値資産価値のののの向上促進向上促進向上促進向上促進    

 主な施策 具体的な取組み 

4-1 住宅の長寿命化の促進 

 

 

○長期優良住宅等の普及啓発 

●住宅リフォーム、リノベーションに関する相談体制の整備 【新規】 

4-2 既存住宅の耐震化の促進 ○計画に基づく耐震診断、耐震改修の促進 

○リフォーム等の機会を生かした耐震化の促進 

4-3 住宅の省エネ化の促進 

 

 

○住宅のＣＯ2削減、省エネルギー化の普及促進 

○新エネルギー住宅の普及促進 

○新エネルギー活用住宅、省エネ住宅への補助 

4-4 住宅性能表示の促進 ○建物の住宅性能表示の推奨 

 

 

基本施策基本施策基本施策基本施策５５５５    誰誰誰誰にでもにでもにでもにでも使使使使いやすいユニバーサルデザインのいやすいユニバーサルデザインのいやすいユニバーサルデザインのいやすいユニバーサルデザインの普及促進普及促進普及促進普及促進    

 主な施策 具体的な取組み 

5-1 住宅のバリアフリー化の

普及促進 

○ユニバーサルデザインに関する相談体制の整備 

○要介護者向け補助器具、設備の設置補助 

5-2 住宅周辺のユニバーサル

デザイン、バリアフリー化

の促進 

○まちのユニバーサルデザイン、バリアフリー化の促進 

 

基本施策基本施策基本施策基本施策６６６６    急増急増急増急増するするするする空空空空きききき家対策家対策家対策家対策のののの推進推進推進推進    

 主な施策 具体的な取組み 

6-1 空き家の利活用の促進 

 

 

○空き家に関する相談体制の充実 

●空き家の再生、活用事例の情報提供 【新規】 

●空き家のリフォーム支援 【新規】 

6-2 危険空き家の除却の促進 ○空き家に関する相談体制の充実 

○：具体的な取組みにおける継続的事業があるもの 

●：具体的な取組みにおける新規事業が必要なもの【新規】 

 

 

 

 

 

 

 

（（（（２２２２））））基本目標基本目標基本目標基本目標２２２２    将来世代将来世代将来世代将来世代にににに継承継承継承継承できるできるできるできる質質質質のののの高高高高いいいい住宅住宅住宅住宅ストックのストックのストックのストックの形成形成形成形成    
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基本施策基本施策基本施策基本施策７７７７    住宅住宅住宅住宅ストックビジネスへのストックビジネスへのストックビジネスへのストックビジネスへの建設業者等建設業者等建設業者等建設業者等のののの参入促進参入促進参入促進参入促進    

 主な施策 具体的な取組み 

7-1 住宅リフォームの促進 ○リフォーム支援・情報提供の促進 

○リフォーム担い手育成の促進 

7-2 地場産材の活用 ○地場産材を活用した木造住宅の供給促進 

 

基本施策基本施策基本施策基本施策８８８８    住宅住宅住宅住宅ストックストックストックストック活用型市場活用型市場活用型市場活用型市場のののの活性化支援活性化支援活性化支援活性化支援    

 主な施策 具体的な取組み 

8-1 既存住宅の流通の仕組み

づくりの促進 

 

○インスペクション(建物検査)の普及促進 

○住宅瑕疵担保保険、住宅性能表示制度等の普及促進 

●既存住宅が適正に評価される市場の仕組みづくりの促進 【新規】 

●リフォームやリノベーションによる既存住宅の魅力向上 【新規】 

○：具体的な取組みにおける継続的事業があるもの 

●：具体的な取組みにおける新規事業が必要なもの【新規】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（（（３３３３））））基本目標基本目標基本目標基本目標３３３３    新新新新たなたなたなたな住宅循環住宅循環住宅循環住宅循環システムをシステムをシステムをシステムを創出創出創出創出するするするする住宅市場住宅市場住宅市場住宅市場のののの育成育成育成育成    
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基本施策基本施策基本施策基本施策９９９９    都市拠点都市拠点都市拠点都市拠点・・・・地域拠点地域拠点地域拠点地域拠点でのでのでのでの土地土地土地土地のののの有効活用有効活用有効活用有効活用、、、、住環境住環境住環境住環境のののの整備整備整備整備    

 主な施策 具体的な取組み 

9-1 拠点居住の推進 ○市街地再開発による住環境整備 

○歩いて暮らせる街なかへの居住支援 

○市営住宅の統合建替 

9-2 住環境の整備 ○密集市街地の解消・良好な都市景観 

○安全な歩行者空間を確保した道路整備 

○安心して利用できる公園、広場の整備 

○消費・医療をはじめとした、生活サービス機能の維持 

9-3 日常の移動手段の確保 ○市域全体の交通体制による移動手段の確保 

 

基本施策基本施策基本施策基本施策 10101010    適切適切適切適切なななな住環境形成住環境形成住環境形成住環境形成のためののためののためののための基盤整備基盤整備基盤整備基盤整備のののの誘導誘導誘導誘導    

 主な施策 具体的な取組み 

10-1 良好な住環境形成のため

の民間開発の誘導 

○土地利用誘導方策の検討 

○地区計画、建築協定等の導入促進 

 

基本施策基本施策基本施策基本施策 11111111    防災防災防災防災・・・・防犯対策防犯対策防犯対策防犯対策のののの推進推進推進推進、、、、向上向上向上向上    

 主な施策 具体的な取組み 

11-1 地域条件等に応じた防災

対策の普及 

○防潮堤、河川堤の整備 

○河川のしゅんせつ 

○急傾斜危険地域の防災対策 

11-2 地域防災力、防犯力の向上 ○防災・減災に係る知識普及、意識啓発の実施 

○狭あい道路拡幅整備事業の実施 

○自主防災組織の育成 

○防犯性に優れた住宅の情報提供 

○防犯灯の設置補助 

 

基本施策基本施策基本施策基本施策 12121212    住民主体住民主体住民主体住民主体のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり活動支援活動支援活動支援活動支援    

 主な施策 具体的な取組み 

12-1 住民によるまちづくりの 

支援 

○地域づくり協議会等への支援拡充 

 

基本施策基本施策基本施策基本施策 13131313    農山漁村農山漁村農山漁村農山漁村のコミュニティのコミュニティのコミュニティのコミュニティ維持維持維持維持にににに貢献貢献貢献貢献するするするする住環境住環境住環境住環境のののの形成形成形成形成    

 主な施策 具体的な取組み 

13-1 農山漁村の集落機能の維

持 

○UJI ターンの推進によるコミュニティ人口の維持 

○地域コミュニティ間の連携による集落機能の補完 

○定住を目的とした空き家の活用 

○：具体的な取組みにおける継続的事業があるもの 
●：具体的な取組みにおける新規事業が必要なもの【新規】

（（（（４４４４））））基本目標基本目標基本目標基本目標４４４４    地域地域地域地域のののの魅力魅力魅力魅力をををを生生生生かしたかしたかしたかした安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心でででで快適快適快適快適なななな暮暮暮暮らしらしらしらし空間空間空間空間のののの実現実現実現実現    



77 

６－３ 住生活施策の体系 
住生活の基本理念のもと、4 つの視点毎の基本目標、それに付随する基本施策と主な施策を体系化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

山口市の課題 

⑨中心市街地及び小郡市街地
（駅北部）の空き家・空き店
舗対策の充実、⼟地の⾼度・
有効利⽤ 

⑧中部、中部周辺等でのスプロ
ール化の⻭⽌め、良好な居住
地形成への対応 

 

⑩地域での居住環境の維持 
 

⑫生活を支える交通の確保 

⑪空き家対策、定住支援による
コミュニティ機能の維持 

 

①人口減少・⾼齢社会の進⾏と
地域差の拡大への対応 

②安全・安心な災害対策が必要 

③空き家の急増による建替や
利活⽤促進が必要 

④適切な住環境形成のための
基盤整備の誘導が必要 

⑤⾼齢者対応、耐震化、環境
対応など良質な住宅ストッ
クの形成が必要 

⑥子育て世帯や⾼齢者の住環
境づくり・生活支援が必要 

⑦住宅セーフティネット機能
の有効活⽤が必要 

市全体市全体市全体市全体    

中部中部中部中部・・・・中部周辺中部周辺中部周辺中部周辺・・・・小郡小郡小郡小郡    

南部南部南部南部・・・・北部中山間北部中山間北部中山間北部中山間    

基
本
理
念

 
 

「
ひ
と
・す
ま
い
・ま
ち
が
支
え
あ
う
住
生
活
の
創
造
」

 
 

～
地
域
の
魅
力
を
生
か
し
、
誰
も
が
安
全
・安
心
で
快
適
に
暮
ら
せ
る
住
ま
い
・地
域
づ
く
り
～

 

基本目標 

住住住住むむむむ人人人人のののの視点視点視点視点    

    

１１１１．．．．誰誰誰誰もがもがもがもが安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる

住生活住生活住生活住生活のののの実現実現実現実現    

まちのまちのまちのまちの視点視点視点視点    

    

４４４４．．．．地域地域地域地域のののの魅力魅力魅力魅力をををを生生生生かしたかしたかしたかした安安安安

全全全全・・・・安心安心安心安心でででで快適快適快適快適なななな暮暮暮暮らしらしらしらし

空間空間空間空間のののの実現実現実現実現    

    

産業産業産業産業のののの視点視点視点視点    

    

３３３３．．．．新新新新たなたなたなたな住宅循環住宅循環住宅循環住宅循環システムシステムシステムシステム

をををを創出創出創出創出するするするする住宅市場住宅市場住宅市場住宅市場のののの

育成育成育成育成    

住住住住まいのまいのまいのまいの視点視点視点視点    

    

２２２２．．．．将来世代将来世代将来世代将来世代にににに継承継承継承継承できるできるできるできる質質質質

のののの高高高高いいいい住宅住宅住宅住宅ストックのストックのストックのストックの形形形形

成成成成    

    

基本施策 

２.高齢者・障がい者等が安心して暮らせる住生活の実現 

１.子育て世帯が安心して暮らせる住生活の実現 

３.民間との協働による住宅セーフティネットの充実 

４.住宅の性能と資産価値の向上促進 

５.誰にでも使いやすいユニバーサルデザインの普及促進 

６.急増する空き家対策の推進 

７.住宅ストックビジネスへの建設業者等の参入促進 

８.住宅ストック活用型市場の活性化支援 

９.都市拠点・地域拠点での土地の有効活用、住環境の整備 

10.適切な住環境形成のための基盤整備の誘導 

11.防災・防犯対策の推進、向上 

12.住民主体のまちづくり活動支援 

13.農山漁村のコミュニティ維持に貢献する住環境の形成 

主な施策 

2-1 高齢者等の住まいのバリアフリー化の促進 
2-2 高齢者等が安心して生活できる環境整備 
2-3 高齢者等が入居できる賃貸住宅の確保 
 

7-1 住宅リフォームの促進 
7-2 地場産材の活用 

10-1 良好な住環境形成のための民間開発の誘導 

8-1 既存住宅の流通の仕組みづくりの促進 

1-1 子育て世帯の住宅取得、住み替えの支援 
1-2 子育てしやすい住環境の形成、地域活力の維持  

3-1 民間住宅でのセーフティネット住宅の供給促進 
3-2 公営住宅ストックの有効活用と適正管理 
 

13-1 農山漁村の集落機能の維持 

12-1 住民によるまちづくりの支援 

11-1 地域条件等に応じた防災対策の普及 
11-2 地域防災力、防犯力の向上 

4-1 住宅の長寿命化の促進 
4-2 既存住宅の耐震化の促進 
4-3 住宅の省エネ化の促進 
4-4 住宅性能表示の促進 
 
5-1 住宅のバリアフリー化の普及促進 
5-2 住宅周辺のユニバーサルデザイン、バリアフリー化の促進 

6-1 空き家の利活用の促進 
6-2 危険空き家の除却の促進 

9-1 拠点居住の推進 
9-2 住環境の整備 
9-3 日常の移動手段の確保 
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第 7 章 重点プロジェクト 
７－１ 重点プロジェクトの位置づけ 

住生活における課題を解決する施策として、「基本理念」や、4つの「基本目標」及び 13 の｢基本

施策｣を設定した上で、計画期間内に早急な実現が求められる施策や、複数の課題に効果的に応えら

れるような施策を｢重点プロジェクト｣と位置づけ、他部局と連携して推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標 

住住住住むむむむ人人人人のののの視点視点視点視点    

    

１１１１．．．．誰誰誰誰もがもがもがもが安心安心安心安心しししし

てててて暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる住住住住

生活生活生活生活のののの実現実現実現実現    

    

まちのまちのまちのまちの視点視点視点視点    

    

４４４４．．．．地域地域地域地域のののの魅力魅力魅力魅力

をををを生生生生かしたかしたかしたかした安安安安

全全全全 ・・・・ 安 心安 心安 心安 心 でででで

快 適快 適快 適快 適 なななな 暮暮暮暮 らららら

しししし 空 間空 間空 間空 間 のののの 実実実実

現現現現    

産業産業産業産業のののの視点視点視点視点    

    

３３３３．．．．新新新新たなたなたなたな住宅住宅住宅住宅

循環循環循環循環システムシステムシステムシステム

をををを 創 出創 出創 出創 出 す るす るす るす る

住宅市場住宅市場住宅市場住宅市場のののの

育成育成育成育成    

住住住住まいのまいのまいのまいの視点視点視点視点    

    

２２２２．．．．将来世代将来世代将来世代将来世代にににに

継承継承継承継承できるできるできるできる

質質質質のののの高高高高いいいい住住住住

宅宅宅宅ストックのストックのストックのストックの

形成形成形成形成    

基
本
理
念

 
 

「
ひ
と
・す
ま
い
・ま
ち
が
支
え
あ
う
住
生
活
の
創
造
」

 
 

～
地
域
の
魅
力
を
生
か
し
、
誰
も
が
安
全
・安
心
で
快
適
に
暮
ら
せ
る
住
ま
い
・地
域
づ
く
り
～

 

１.子育て世帯が安心して暮らせる住

生活の実現 

２.高齢者・障がい者等が安心して暮ら

せる住生活の実現 

３.民間との協働による住宅セーフティネ

ットの充実 

４.住宅の性能と資産価値の向上促進 

５.誰にでも使いやすいユニバーサルデザ

インの普及促進 

６.急増する空き家対策の推進 

７.住宅ストックビジネスへの建設

業者等の参入促進 

８.住宅ストック活用型市場の活性

化支援 

９.都市拠点・地域拠点での土地の有

効活用、住環境の整備 

10.適切な住環境形成のための基盤整

備の誘導 

11.防災・防犯対策の推進、向上 

12.住民主体のまちづくり活動支援 

13.農山漁村のコミュニティ維持に貢献

する住環境の形成 

重点重点重点重点プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト                                                                                                                                                                                    

②②②②良質良質良質良質なななな住宅住宅住宅住宅ストックストックストックストック
のののの供給供給供給供給とととと流通市場流通市場流通市場流通市場
のののの活性化活性化活性化活性化    

 

 

 

 

 

 

 

 

②-2 急増する空き

家の利活用、除

却の促進 

基本施策 

②-1 住宅の性能と

資産価値の向上

促進 

①①①①住宅住宅住宅住宅セーフティネッセーフティネッセーフティネッセーフティネッ
トのトのトのトの充実充実充実充実 
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７－２ 重点プロジェクト 
 

 

 

市内全域において、自力で適正な住宅を確保することが困難な低額所得者や、高齢者、障がい

者、子育て世帯などの住宅確保要配慮者に対して、公営住宅とともに民間賃貸住宅を活用して、

入居支援や居住支援を図っていく必要があることから、「住宅セーフティネットの充実」を重点プ

ロジェクトと設定します。 

 

【具体的施策】 

１）民間賃貸住宅でのセーフティネット住宅の供給促進 

住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居を促進するため、山口県居住支援協議会と連

携し、住宅の確保を支援します。 

民間賃貸住宅の空き家を有効活用し、公営住宅を補完する制度として創設された、新たな住宅

セーフティネット制度の周知・啓発に取組んでいきます。 

 

２）市営住宅ストックの有効活用と適正管理 

市営住宅を適正に供給するため、計画的・効率的な改修を行なうなど長寿命化に取組むととも

に、適正な管理を行うことにより、長期にわたって安心して住める住宅を提供します。 

 

  

【関連する成果指標】 

 

指標名称 現状値 目標値 備考 

住宅確保要配慮者の入居を拒否

しない民間賃貸住宅の登録件数 

0 件 

（平成 29年） 

100 件 

（5 年間） 

安定的に 100 件以上を 

維持 

市営住宅長寿命化改修実績率 67.4% 

（平成 29年） 

72.0% 

（平成 34年） 
20 年間改修済棟/管理棟 

市営住宅入居率 83.0% 

（平成 29年） 

85.0% 

（平成 34年） 
入居戸数/管理戸数 

重点プロジェクト① 住宅セーフティネットの充実 
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■新たな住宅セーフティネット制度 

    

民間賃貸住宅を活用して、高齢者、低額所得者、障がい者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入

居を拒まない賃貸住宅の登録制度を創設するなど、住宅セーフティネット機能を強化するための「住

宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律」が、平成 29 年

10 月 25 日に施行されました 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜資料：国土交通省報道発表資料＞ 
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＜資料：国土交通省報道発表資料＞ 
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    少子高齢化の進行、社会情勢の変化に伴い、生活スタイルに応じた良質な住まいの確保を図る

必要があることから、「良質な住宅ストックの供給と流通市場の活性化」を重点プロジェクトに設

定します。また、プロジェクトの目標を明確にするため、「住宅ストック」と「空き家」に区分※

し、それぞれのプロジェクトを「住宅の性能と資産価値の向上促進」と「急増する空き家の利活

用、除却の促進」とします。 ※「住宅ストック」と「空き家」の区分は P85 参照 

重点重点重点重点②②②②－－－－１１１１    住宅住宅住宅住宅のののの性能性能性能性能とととと資産価値資産価値資産価値資産価値のののの向上促進向上促進向上促進向上促進    

住宅を長期にわたり良好な状態で使用し、環境への負荷を低減する住宅性能の高い長期優良住

宅の普及促進や住宅の耐震化、住宅の性能を等級や数値で表示する住宅性能表示など、将来に継

承できる良質な住宅ストックを形成することが重要となっていることから、「住宅の性能と資産価

値の向上促進」を重点プロジェクトとします。 

【具体的施策】 

１）住宅の長寿命化の促進 

住宅を長期にわたり良好な状態で使用し、環境への負荷を低減する長期優良住宅等の普及促進

に取組みます。 

２）既存住宅の耐震化の促進 

耐震化が遅れている木造住宅に対して耐震診断・改修に関する助成事業を行うことにより、耐

震化を促進します。 

３）住宅性能表示の促進 

住宅性能表示制度の普及を促進し、住宅の品質を客観的に評価できる環境の整備を促進します。 

４）建物状況調査（インスペクション）の促進 

既存住宅の建物状況調査（インスペクション）の普及を促進し、空き家を含めた中古住宅の流

通を促進します。 

５）住宅の省エネ化の促進 

新築・既存の住宅において、断熱性・省エネ性の向上などの省エネリフォームを促進します。 

【関連する成果指標】 

指標名称 現状値 目標値 備考 

新築戸建住宅のうちの 

長期優良住宅の割合  ※1 

56.5% 

（平成 29年） 

60.0% 

（平成 34年） 

長期優良住宅申請件数／

新規住宅着工数 

住宅の耐震化率  ※2 80.3% 

（平成 25年） 

90.0% 

（平成 32年） 

耐震性を保有する戸数 

／住宅戸数 

住宅性能表示申請件数 

 

新規取得予定 

（平成 29年） 

取得後設定予定 

（平成 34年） 

建築確認機関による 

住宅性能表示申請数 

※1 開発指導課への申請件数、市内確認申請件数 ※2 山口市耐震改修促進計画 

重点プロジェクト② 良質な住宅ストックの供給と流通市場の活性化 
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重点重点重点重点②②②②－－－－２２２２    急増急増急増急増するするするする空空空空きききき家家家家のののの利活用利活用利活用利活用、、、、除却除却除却除却のののの促進促進促進促進    

 

人口減少や既存住宅の老朽化、社会ニーズ、産業構造の変化に伴い、空き家が年々増加してお

り、安全性の低下や景観の阻害等の様々な問題が生じていることから、「急増する空き家の利活用、

除却の促進」を迅速に対応すべき課題と位置づけ、重点プロジェクトに設定します。 

 

【具体的施策】 

１）空き家の利活用の促進 

空き家の利活用を促進するため、不動産業界や建築士会等の関係業界や関係団体と連携し、空

き家の所有者と利用者が安心して利用できる一元化された空き家情報の提供など、市場に流通さ

せるための環境整備を行ないます。 

また、空き家を地域の交流・活性化や福祉サービスの拡充の観点から、他の用途へ転換するこ

とで、地域に貢献する施設として再生に取組みます。 

 

２）空き家や中古住宅の流通促進の仕組みづくりの構築 

  空き家の利活用や中古住宅の流通を促進するためには、所有者と利用者のニーズの把握が重要

です。そのためには不動産業界に加えて建築士会とも連携することで、中古住宅に住む人のライ

フスタイルに合わせた新たな価値をもたらす仕組みづくりを行ないます。 

 

３）危険空き家の除却の促進 

適切に維持・管理されずに地域住民の生活環境に悪影響を及ぼす危険空き家については、地域

の協力も得ながら、所有者においての除却措置を促進します。 

 

   

【関連する成果指標】 

指標名称 現状値 目標値 備考 

（仮称）やまぐち空き家バンク

の登録件数 

0 件 

（平成 29年度） 

10 件 

（平成 34年度） 
 

市が関与して解体に至った老朽

危険空き家件数 

新規取得予定 

（平成 29年度） 

200 件 

（平成 39年度） 

10 年間の累計    

（H30～H39） 
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「住宅ストック」と「空き家」の経過軸における流通促進イメージと対応策 
 

「住宅ストック」と「空き家」に着目した重点プロジェクトの位置づけとして、特に居住状態か

ら空き家になるまでの経過軸に応じた施策展開を、住宅市場の活性化に向けて有効な対応策を Aか

ら C のステージに示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

維持し利⽤し続け
ること 

空き家を地域で埋もれさせないこと  
空き家を市場に出し、広報すること 

危険空き家を処分
すること 

対
応
策

 

方
向
性

 

A：住み続けている
状態 

B：空き家になる前、空き家になってあ
まり時間が経過していない状態 

C：空き家になっ
て⻑期間経過
した危険空き家
の状態 

住
宅
の
状
態
経
過
軸

 

 
危険空き家への  

行政ケア 

資産価値向上 

自力ケア 

 

・市は地域の協力も

得ながら所有者を

確定し、処分するた

めの手続きや除却

措置を図りやすいよ

う、民間事業者との

連携による迅速な

対応の仕組みを構

築する 

    

 

・空き家にせざるを得ない時は、地域や行政

へ情報提供する 

 

・まちづくりの観点から地域の協力も得ながら

空き家を適切に維持・管理する 

 

・住宅の保全状態を点検する建物状況調

査（インスペクション）によって、空き家バンク

等に登録して、住宅の流通等を促進する 

 

・関係業界や関係団体と連携し、住む人の

ライフスタイルに合った居住空間を提案する 
 

 

 

・住み続けていくため

のリフォーム等によっ

て、住宅性能と資

産価値の維持・向

上を図る 

 

・暮らしを支える住環

境（移動手段を含

む）の形成を図る 

    

現在の中古住宅市場 

住宅ストック 

流通可能な空き家 危険空き家 
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空き家の円滑流通促進のイメージ 

 

住んでいる住宅が空き家になった場合の利活用を促進するため、所有者が求める資産価値の適

切な評価と、利用者が求める安全・安心・良質な住宅を、ともに満足できる関係を構築できる仕

組みづくりのイメージを示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・リフォームしないと売

れない。 

 

・改修にお金をかけ

たくない。 

 

・住宅管理に手がま

わらない。 

 

・どうしていいか分か

らない。 

・住みたい場所に安

く買いたい。 

 

・自分のライフスタイ

ルに合った住宅に

住みたい。 

 

・既存住宅に自分で

DIY して住みたい。 

 

・どうしていいか分か

らない。 

WIN&WIN 
所有者・利⽤者 

    （購入者） 

建築士会・宅地建物取引業協会・建設業協会などの専門家による、空き

家の新しい役割を創り出す提案とマッチングを行います。 

 

現状が正当な評

価を受けることが

できる。 

 

自分の希望に合

った住宅を取得

できる。 

物件所有者 利用希望者 （（（（仮称仮称仮称仮称））））やまぐちやまぐちやまぐちやまぐち

空空空空きききき家家家家バンクバンクバンクバンク    

のののの立立立立ちちちち上上上上げげげげ    

建築士会 建設業協会 宅地建物取引業協会 連
携

･

協
力

 

団
体
等

 

住
宅
ス
ト
ッ
ク
の
流
通

を
活
性
化
さ
せ
る
手
法

 

空
き
家
流
通
促
進
の
基
本
理
念

 

① 空き家の情報の一元化 

② 建物状況調査（インスペクション）の普及促進 

③ 住宅性能の向上促進 

④ 住む人のライフスタイルに合った居住空間の提案 
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第 8 章 計画推進方策 
（１）山口市の役割 

住生活基本計画に関連する行政分野は広範囲で、施策を実現するためには庁内の関係部局が

十分に連携する必要があります。特に住宅セーフティネットの充実、空き家問題の解消、住宅

性能向上を目的に関係部局の連携を強化していきます。 

また、空き家を含めた既存住宅の利活用を推進する施策については、市民や民間事業者、民

間団体等の活動を支援するための仕組み（協働の体制、情報提供)を構築します。 

 

（２）市民・地域団体等との連携 

本計画の推進にあたっては、市民の幅広い理解と協力が必要不可欠です。市民が住まいや住

環境に対する意識を高め、良質で良好な住宅や住環境の維持・改善を図るとともに、まちづく

りを支える地域団体の活動において積極的に取り組むことができるように情報提供や啓発に

努めます。 

 

（３）関係機関・民間団体等との連携 

① 山口県との連携 

  山口県では福祉の向上と住みやすい地域づくりを目的として、 住宅確保要配慮者の民間賃貸

住宅への円滑な入居の促進等について協議・検討するため、行政と民間関係団体で組織する山

口県居住支援協議会を設置しています。 

  この山口県居住支援協議会の場で関係機関や民間団体等との協議や情報交換を行い、本市の

住宅施策に活かしていきます。 

   

② 民間団体との連携 

  本計画の推進にあたっては、計画の策定主体である市と、市民をはじめ、住まいづくりに携

わる事業者や土地所有者等の参加と協力が不可欠です。本計画の中で新たに中古住宅市場の活

性化に向けたスキームづくりを建築士会や宅地建物取引業協会、建設業協会の専門家とともに

検討していきます。また、市民に信頼される良質な既存住宅流通市場の形成を図るため、既存

住宅の建物状況調査（インスペクション）を活用し、良質な住宅の資産価値を反映した適正な

価格で評価・流通させる仕組みを検討していきます。 
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参考資料 
資料－１ 住生活基本計画策定経過 

本計画の策定にあたり、庁外有識者を中心とした「山口市住生活基本計画策定委員会」、および

庁内関係各課からなる「山口市住生活基本計画庁内検討委員会」を設置し、各所管課との調整を

図りながら検討を進めてきました。 

また、山口市住生活基本計画市民意識調査、関連事業者へのヒアリング調査を実施し、さらに

市民へのパブリックコメントを経て、「山口市住生活基本計画」をまとめてきました。 

 

■住生活基本計画策定過程 

会議・調査名称 開催日・実施日 議題・内容 

市民意識調査 平成 29 年 3 月 8日 

調査票配布 

平成 29 年 3 月 22 日 

調査票回収締め切り 

・「山口市住宅マスタープラン」を改定するため、20 歳

以上の世帯主の世帯に住まいづくり、住環境に関する

意向や将来の居住意向を把握し、計画を策定する上で

の基礎資料として活用する趣旨で実施しました。 

事業者ヒアリング 平成29年3月29日～

3 月 31 日 

・民間賃貸住宅市場や住まいに関する各種サービスや福

祉に関連するサービス等の状況を関連 4団体からそれ

ぞれの立場における意見を聴取しました。 

第 1回庁内検討委員会 平成 29 年 7 月 12 日 ・住生活基本計画策定スケジュールについて 

・住生活に係る現状等について 

・住生活に係る課題 

第 1回策定委員会 平成 29 年 7 月 27 日 ・住生活基本計画策定スケジュールについて 

・住生活に係る現状等について 

・住生活に係る課題について 

第 2回庁内検討委員会 平成 29 年 11 月 9 日 ・計画の基本理念と住宅施策の基本目標 

・施策展開の方向  

・主な施策と具体的な取組み 

第 2 回策定委員会 平成 29 年 11 月 16 日 ・計画の基本理念と住宅施策の基本目標 

・施策展開の方向と主な施策 

第 3 回庁内検討委員会 平成 29 年 12 月 20 日 ○住生活基本計画（素案）について 

・重点プロジェクト 

・計画推進方策 

第 3回策定委員会 平成 30 年 1 月 12 日 ○住生活基本計画（素案）について 

・重点プロジェクト 

・計画推進方策 

パブリックコメント 平成30年2月19日～

3 月 20 日 

・住生活基本計画（素案）について、市のホームページ、

市役所、各地区の支所等において公開し、意見を募集

しました。 
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■各種委員会設置要綱 

山口市住生活基本計画策定委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 本市の住生活の安定の確保及び向上に対応する施策の方向性を定める山口市住生活基本

計画を策定するにあたり、広く有識者等の意見を計画に反映させるため、山口市住生活基本計

画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

 （１）山口市住生活基本計画の検討及び作成に関すること 

 （２）その他住宅施策の展開に関すること 

（組織） 

第３条 委員会は、委員１１人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

 （１）学識経験を有する者 

 （２）公共的団体等から選出された者 

 （３）市民 

 （４）その他市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から山口市住生活基本計画の策定が完了するまでとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長各１名を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を

代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

４ 会議は、公開とする。ただし、公開することが会議の運営に支障があると認めるときは、会

議に諮って非公開とすることができる。 

（庶務） 

第７条 委員会に関する庶務は、都市建設部建築課において処理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に

諮って定める。 

附 則 

１ この要綱は、平成２９年７月１日から施行する。 

２ この要綱による最初の委員会は、第６条１項の規定にかかわらず、市長が招集する。 
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山口市住生活基本計画策定庁内検討委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 山口市住生活基本計画の策定に関し、必要な事項を協議・検討するため、山口市住

生活基本計画策定庁内検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。 

（１）本市の住生活の現状分析や課題整理に関すること。 

（２）住生活基本計画に関する基本的な方針に関すること。 

（３）その他計画策定に関する必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は都市建設部次長をもって充てる。 

３ 委員は、別表１に掲げる職にある者をもって充てる。 

（職務） 

第４条 委員長は、委員会を総括する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員長は、委員が会議を欠席する場合には、当該委員の代理者の出席を求めることがで

きる。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、都市建設部建築課において処理する。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に

定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２９年６月１２日から施行する。 

    

別表１ 

協働推進課長、定住促進課長、生活安全課長、社会課長、高齢福祉課長、障がい福祉

課長、こども家庭課長、ふるさと産業振興課長、都市計画課長、交通政策課長、開発

指導課長 
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■各種委員会名簿 

 

（山口市住生活基本計画策定委員会 委員名簿） 

  役 職 氏 名（敬称略） 

委員長 山口大学大学院  教授 内田 文雄 

副委員長 山口県立大学社会福祉学部  教授 前田 哲男 

委員 山口市自治会連合会 原田 澄夫 

委員 山口市自治会連合会 岡本 宣幸 

委員 山口市自治会連合会 板垣 幸男 

委員 山口市自治会連合会 中野 進 

委員 山口市自治会連合会 船本 敏夫 

委員 一般社団法人山口県宅建協会山口支部  支部長 西村 俊爾 

委員 山口市民生委員児童委員協議会 常任理事                   米本 律子 

委員 山口県建築士会山口支部   神徳 香子 

委員 山口県土木建築部住宅課長  兼崎 浩佳 

 

（山口市住生活基本計画策定庁内検討委員会 委員名簿） 

  役 職 氏 名（敬称略） 

委員長 都市建設部次長 荒瀬 秀治 

委員 協働推進課長 山崎 里恵 

委員 定住促進課長 末田 一志 

委員 生活安全課長 吉村 浩彦 

委員 社会課長 藤井 英樹 

委員 高齢福祉課長 鈴木 徹行 

委員 障がい福祉課長 繁永 秀男 

委員 こども家庭課長 今井 宏二 

委員 ふるさと産業振興課長 眞砂 義明 

委員 都市計画課長 清水 弘美 

委員 交通政策課長 田中 佳子 

委員 開発指導課長 鱸南 武司 
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資料－２ 用語解説 
 

 

空き家 

国土交通省によると、１年間の使用実態がない

ものをいう。 

 

空家等 

空家等対策の推進に関する特別措置法によると、

「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工

作物であって、居住その他の使用がなされてい

ないことが常態であるもの及び敷地(立木その

他の土地に定着する物を含む)をいう。 

 

空き家バンク(空家情報登録制度) 

地域の空き家を有効活用するため、空き家物件

をデータベース化し、その地域での居住や事業

活動を希望する者などに、空き家情報を提供す

るシステム。 

 

インスペクション 

消費者が中古住宅の取引時点の物件の状態・品

質を把握できるよう、建築士が第三者的な立場から、

また専門家の見地から住宅の劣化状況、欠陥の有

無、改修すべき箇所やその時期、およその費用な

どを見極め、アドバイスをすること。 

 

 

 

活断層 

将来地震を引き起こす可能性のある断層。 

 

共同住宅 

一つの建物に複数の世帯が暮らせる住居がある

集合住宅のこと。つまり、マンションやアパー

トを意味する。 

 

下水道認可区域・処理区域 

認可区域とは下水道を設置しようとするときに、

あらかじめ事業計画を定め、国・県の認可を受

けた区域。処理区域とは下水道を整備する対象

区域で、排水された汚水の処理を行う区域。 

 

 

狭隘道路 

幅員 4ｍ未満の道路で、建物を建築する場合に

は幅員を最低 4ｍ確保することを義務づけられ

ている。 

 

高層 

高さによって建築物を区分する際の一区分で、

低層１～２階、中層３～５階、高層６階以上と

されている。 

 

高齢化率 

65 歳以上人口が総人口に占める割合。 

 

合計特殊出生率 

人口統計上の指標で、一人の女性が出産可能と

される 15 歳から 49 歳までに産む子どもの数の

平均。 

 

コミュニティ 

人々が助け合いの意識をもって共同生活を営む

一定の地域、およびその人々の集団、地域社会。 

 

 

 

最低居住面積水準 

最低居住面積水準は、国の住生活基本計画で示

される世帯人数に応じて、健康で文化的な住生

活を営む基礎として必要不可欠な住宅の面積水

準。 

単身者：25 ㎡以上 

２人以上の世帯：10 ㎡×世帯人数＋10 ㎡以上 

 

サービス付き高齢者向け住宅 

高齢者住まい法の基準により登録され、介護・

医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービス

を提供するバリアフリー構造の住宅。権利関係

は賃貸借方式が一般的である。 

 

自然動態 

出生・死亡に伴う人口の動き。 

 

社会動態 

転入・転出に伴う人口の動き。 

 

さ行 

あ 行

か行 
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就業人口 

職業に従事して、所得を得ている人口。 

 

人口集中地区 

人口密度が 4,000 人/ｋ㎡以上の基本単位区が

互いに隣接して人口が 5,000 人以上となる地区。

ただし、空港、港湾、工業地帯、公園など都市

的傾向の強い基本単位区は人口密度が低くても

人口集中地区に含まれる。 

 

住生活基本法 

住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基

本理念、基本的施策、住生活基本計画、その他の

基本となる事項を定め、住生活の安定の確保及び

向上の促進に関する施策を総合的かつ計画的に

推進し、住生活の安定向上と社会福祉の増進を図

るとともに、国民経済の健全な発展に寄与すること

を目的とした法律。 

 

住宅確保要配慮者 

住宅の確保に特に配慮を要する低額所得者、高

齢者、障がい者、子育て世帯等のこと。 

 

住宅瑕疵担保保険 

新築住宅を供給する事業者には、住宅の引き渡

しから 10 年間の瑕疵保証責任が義務づけられ

ている。事業者が倒産した後に瑕疵が見つかっ

た場合、消費者に少ない負担で補修ができるよ

う、補修等を行った事業者に保険金が支払われ

る制度。事業者が保険へ加入するにあたっては、

住宅の工事中に検査が行われる。 

 

住宅ストック 

一定期間に供給される新規住宅(フロー)に対し、あ

る時点において存在する既存住宅又はその総体。 

 

住宅ストックビジネス 

既存住宅ストックの利活用や維持・管理から収

益が生み出されるような業態。 

 

住宅性能表示制度 

平成 12 年施行の「住宅の品質確保の促進等に関

する法律」で創設された制度で、新築住宅の品

質を第三者が一定の基準で評価し、効果を評価

書として交付し、住宅の性能を客観的に知るこ

とができる。制度の利用は義務付けられたもの

ではなく、事業者または住宅取得者の任意によ

る。2020 年には省エネ基準の義務化が行われる。 

 

住宅セーフティネット 

住宅政策においては、自力で適正な水準の住宅を

確保できない者に対して、行政が直接関与し、健

康で文化的な生活を保障していくという意味。 

 

新エネルギー住宅 

太陽光発電などの再生可能なエネルギーを活用

した住宅。 

 

新耐震基準 

建築物の設計において適用される地震に耐える

ことのできる構造の基準で、昭和 56 年 6 月 1

日以降の建築確認において適用される基準のこ

と。震度 6 強～7 程度の揺れでも倒壊しないよ

うな構造基準として設定されている。 

 

人口動態 

２つの時点間の人口の変化のことで、人口の大

きさを決定する要因である出生と死亡の両者の

差を自然動態といい、転入と転出の差を社会動

態という。 

 

スプロール化 

都市が周辺に無秩序に広がり、計画的な道路が

形成されず、道路、上下水道、学校や病院等の

インフラの整備も立ち後れ、居住環境が整わな

いまま虫食い状に宅地化が進む現象。 

 

成果指標 

施策評価に当たり、その施策によって市民が受ける

効果を数値指標で表現し、目標値の達成度合いに

よって成果を客観的かつ公平に評価を行う手法。 

 

 

 

第一次・第二次・第三次産業 

第一次産業は自然から直接資源を採集する産業

で、農業・林業・水産業のこと。第二次産業は

自然から採集した資源を加工し、高度な財を生

産する産業で、加工業・製造業・建設業のこと。

第三次産業は目に見えないサービスや情報など

た行 
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の生産を行う産業で、金融、保険、卸売、小売、

サービス業、情報産業のこと。 

 

耐震改修 

地震に対する安全性の向上を目的として、増築、

改築、修繕若しくは模様替え又は敷地の整備を

すること。 

 

耐震診断 

地震に対する安全性を評価すること。 

 

地域づくり協議会 

自治会を中心として様々な団体が地域づくりに

取り組む主体で、各地域交流センター等の中に

事務局がある。 

 

地価公示 

適正な地価の形成を図るため、地価公示法によ

り、都市計画区域等における標準地を選定して

「正常な価格」を判定して公示し、一般の土地

の取引価格に対して指標を与えるもの。 

 

地区計画・建築協定 

住民の合意に基づいて、それぞれの地区の特性

にふさわしいまちづくりを誘導する制度。地区

計画は、土地・建物の所有者が生活道路、小公

園の整備、建物の用途・高さ制限などのルール

について話し合って決める計画。建築協定は、

土地所有者及び借地権者が自らの手で建築物に

関するルールを定め、お互いに守り合っていく

ことを約束する協定。 

 

長期優良住宅 

国民の住宅に対する負担を軽減し、より豊かで

優しい暮らしへの転換を図るため、住宅を長期

にわたり使用することにより、住宅の解体や除

却に伴う廃棄物を抑制し、環境への負荷を軽減

するとともに、建替えに係る費用の削減等を目

的とした住宅。 

 

都市インフラ 

鉄道、道路、上下水道、ガス・電気、病院、治 

水施設などで、社会を下から支えて、経済活動

等を円滑に効率よく行うための土台。 

 

都市計画区域 

都市計画制度上の都市の範囲で、自然的・社会

的条件、人口、産業、土地利用、交通量等の現

況とその推移を考慮して、一体の都市として総

合的に整備し、開発及び保全する必要のある区

域。 

 

都市公園 

都市公園法に基づき、都市計画施設である公園又

は緑地で、地方公共団体が設置するものや地方公

共団体が都市計画区域において設置するもの。住

民の利用に供する身近なものから広域的な利用に

供するものまで、様々な規模、種類がある。 

 

土砂災害警戒区域 

土砂災害が発生した場合、住民の生命または身体

に危害をおよぼすおそれがあると認められる土地の

区域で、警戒避難体制を特に整備するとともに、一

定の開発行為の制限や居室を有する建築物の構

造が規制される区域。 

 

 

 

農業集落排水事業 

農業用排水の水質の汚濁を防止し、農村地域の

健全な水循環に資するとともに、農村の基礎的な

生活環境の向上を図るため、農業集落におけるし

尿、生活排水などの汚水等を処理する施設を整備

する事業。 

 

農地転用 

農地を住宅用地や駐車場など農地以外のものに

使用すること。 

 

 

 

ハザードマップ 

一定の時間内に、ある地域に災害をもたらす自然

現象が発生する確率を図にした災害予測図。住民

が安全に避難できるよう被害の予想区域や程度、

避難場所などが示されている。 

 

バリアフリー 

障がい者や高齢者等が社会生活をしていく上で、

障壁(バリア)となるものを除去(フリー)するこ

は行 

な行 
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と。物理的、社会的、制度的、心理的な障がい、

情報面での障壁などのすべての障壁を除去する

という考え方。 

 

非線引き区域 

市街化区域と市街化調整区域とに区分されていな

い都市計画区域で、市街化の圧力が弱く、土地に

関する規制や開発許可の規制が緩い地域。 

 

 

 

滅失住宅 

老朽、その他の理由により除去された住宅、又は災

害により失われた住宅。 

 

 

 

誘導居住面積水準 

世帯人数に応じて、豊かな住生活の実現を前提

として、多様なライフスタイルに対応するため

に必要とされている住宅の面積に関する水準。 

 

ユニバーサルデザイン 

年齢・性別・障害・能力等に関わらず、すべての人

が使いやすいように製品・建物・環境などをデザイ

ンすること。 

 

用途地域 

都市計画の地域地区のうち最も基礎的な制度で、

住環境の保護と機能的な都市活動を確保するため、

都市全体の土地利用の枠組みを定めるもの。住居、

商業、工業などそれぞれの目的に応じて 12 種類あ

る。 

 

 

 

流出人口 

ある地域から他の地域へ通勤者又は通学者とし

て流出する人口。 

 

 

流入人口 

他の地域からある地域へ通勤者又は通学者とし

て流入する人口。 

 

リフォーム 

改装や増築のこと。間取りの変更や模様替えも含

めていうこともある。 

 

リノベーション 

既存の建物に改修工事を行い、用途や機能を変

更して性能を向上させたり価値を高めたりすること。 

 

 

 

ＵＪＩターン 

Ｕターンとは地方から都市へ移住したあと、再

び地方へ移住すること。Ｊターンとは地方から

大規模な都市へ移住したあと、地方近くの中規

模な都市へ移住すること。Ｉターンとは地方か

ら都市へ、または都市から地方へ移住すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ら行 
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